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【障害者総合支援法に伴うシステム改修に係る事務連絡Ｎｏ．２】 

障害者自立支援給付支払等システムに係るＱ＆Ａについて 

 

 障害保健福祉行政の推進については、平素よりご尽力を賜り厚く御礼申しあげます。 

 標記の件につきましては、障害者自立支援給付支払等システムに関する都道府県・国保連合会合

同担当者説明会の資料によりお知らせしたところですが、追加のＱ＆Ａを別紙のとおり送付いたし

ますのでご参考ください。 

 なお、当事務連絡の内容については、国民健康保険中央会を通じて各国民健康保険団体連合会に

周知する予定であり、都道府県におかれましては、管内市町村及び事業者への周知方よろしくお願

いいたします。 

 

記 

【別添資料】 

 １   障害者自立支援給付支払等システムに係るＱ＆Ａ 

 

 

 

（参 考） 

○障害者総合支援法に伴うシステム改修に係る事務連絡 

 Ｎｏ．１：平成２５年４月施行に係るインタフェース仕様書（確定版）の提示について 

（平成２５年２月６日付け事務連絡） 

 

 【連絡先】 

 厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 

 企画課 給付管理係 重田、鈴木 

 TEL：03-5253－1111（内線：3009） 

 E-mail：syougaisystem@mhlw.go.jp 

 



障害者自立支援給付支払等システムに係るＱ＆Ａ

No 区　分 質　　問 回　　答 備　考

1
障害者の範囲の
見直し

インタフェース仕様書（共通編）のコード一覧（１４ページ）の項番５
障害区分コードに「05：難病等対象者」が追加されたが、身体障害
者で難病の場合、「01：身体障害者」、または「05：難病等対象者」
のどちらを設定すればよいのか。

主たる障害種別を設定する。
なお、統計については、設定された障害種別に応じて集計されるこ
ととなる。

システム担当者説明会資料
（平成２５年３月４日開催）

2 その他

インタフェース仕様書（市町村編）の受給者異動連絡票情報（支給
決定情報）（１８－１ページ）の※４に「なお、開始年月日の（日）は１
日を設定し、終了年月日の（日）は、当該終了年月の末日を設定す
る。」が追記されたが、受給者異動連絡票情報（基本情報）の計画
相談支援情報に有効期間（開始年月日及び終了年月日）を設定す
る項目があるが、そちらには記載がない。
基本情報と支給決定情報では、年月日の設定の考え方が異なる
のか。

インタフェース仕様書（市町村編の）記載誤り。
受給者異動連絡票情報（基本情報）においても、同様の取扱いとな
る。

システム担当者説明会資料
（平成２５年３月４日開催）

3 その他

インタフェース仕様書（都道府県編）事業所異動連絡票情報（サー
ビス情報）等において、「移行準備支援体制加算（Ⅱ）の有無」が追
記されているが、現在の報酬告示には都道府県知事への届け出
が必要とは記載されていない。
平成２５年４月より届け出が必要となるのか。

移行準備支援体制加算（Ⅱ）については、平成２５年４月以降も届け
出の必要はない。インタフェース仕様書の記載誤り。正しくは、別添
１のとおりである。
なお、平成２５年３月４日開催「障害者自立支援給付支払等システ
ムに関する都道府県・国保連合会合同担当者説明会」資料の１２
ページに記載されている「ＰＢ３１」及び「ＰＵ１７」の点検について
は、システムでは行われないため、これまでどおり市町村審査で確
認いただきたい。

新　規



 

－ １４－  － 
 
 

２

 【 異動年月日の年月が平成２５年４月以降の場合 】                                                     

サービス種類 施設等の区分 人員配置区分 障害児施設区分 

主
た
る
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
種
類
コ
ー
ド
１ 

福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
区
分 

多
機
能
型
等
定
員
区
分
（
加
算
） 

移
行
時
運
営
安
定
化
事
業
助
成
の
有
無 

保
障
単
位
数
（
移
行
時
運
営
安
定
化
） 

み
な
し
指
定
の
有
無 

福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
特
別
加
算
の
有
無 

緊
急
短
期
入
所
体
制
確
保
加
算
の
有
無 

栄
養
士
配
置
減
算
の
有
無 

就
労
定
着
実
績
区
分 

宿
泊
型
自
立
訓
練
夜
間
防
災
・
緊
急
時
支
援
体
制
加
算
（
Ⅰ
）

の
有
無 

職
業
指
導
員
体
制
の
有
無 

重
度
知
的
障
害
児
収
容
棟
設
置
の
有
無 

肢
体
不
自
由
児
施
設
重
度
病
棟
設
置
の
有
無 

心
理
担
当
職
員
配
置
加
算
の
有
無 

小
規
模
グ
ル
ー
プ
ケ
ア
加
算
の
有
無 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
専
任
加
算
の
有
無 

障
害
児
施
設
区
分 

送
迎
加
算
（
重
度
） 

主
た
る
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
種
類
コ
ー
ド
２ 

延
長
支
援
加
算
の
有
無 

移
行
準
備
支
援
体
制
加
算
（
Ⅰ
）の
有
無 

移
行
準
備
支
援
体
制
加
算
（
Ⅱ
）の
有
無 

共
同
生
活
介
護
夜
間
支
援
体
制
加
算
（
Ⅱ
）の
有
無 

共
同
生
活
援
助
夜
間
防
災
・
緊
急
時
支
援
体
制
加
算
（
Ⅱ
）
の

有
無 

宿
泊
型
自
立
訓
練
夜
間
防
災
・
緊
急
時
支
援
体
制
加
算
（
Ⅱ
）

の
有
無 

11： 居宅介護        ○     ○                           

12： 重度訪問介護        ○     ○                           

13： 行動援護        ○     ○                           

14： 重度包括        ○     ○                           

15： 同行援護        ○     ○                           

21： 療養介護   
01 Ⅰ型 02 Ⅱ型 03 Ⅲ型 

   ○    ○ ○                           
04 Ⅳ型 05 Ⅴ型 

22： 生活介護 

1 一般 01 Ⅰ型 02 Ⅱ型 03 Ⅲ型 01 知的障害の場合 

○ ○ ○   ○ ○     ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○      

2 小規模多機能 04 Ⅳ型 05 Ⅴ型 06 Ⅵ型 02 自閉症の場合 

3 当該施設が単独施設 07 Ⅶ型 08 Ⅷ型 09 Ⅸ型 03 盲の場合 

4 当該施設に併設する施設 10 Ⅹ型 04 ろうあの場合 

   が主たる施設   05 肢体不自由の場合 

5 当該施設が主たる施設     

24： 短期入所 1 福祉型  2 医療型     ○ ○     ○ ○                 ○        

31： 共同生活介護   01 Ⅰ型 02 Ⅱ型 03 Ⅲ型    ○     ○                        ○   

32： 施設入所支援 

1 当該施設が単独施設 

  

01 知的障害の場合 

 ○ ○   ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○            

2 当該施設に併設する施設 02 自閉症の場合 

  が主たる施設 03 盲の場合 

3 当該施設が主たる施設 04 ろうあの場合 

  05 肢体不自由の場合 

33： 共同生活援助   
01 Ⅲ型 02 Ⅳ型 03 Ⅰ型   

 ○     ○                         ○  
04 Ⅱ型   

34： 宿泊型自立訓練        ○     ○    ○                      ○

41： 自立訓練（機能訓練）       ○ ○     ○                           

42： 自立訓練（生活訓練）       ○ ○     ○                           

43： 就労移行支援       ○ ○     ○   ○                   ○ ○    

44： 
就労移行支援 

    
  

○ ○     ○   ○                   ○     
（養成施設）   

45： 就労継続支援（Ａ型）   
01 Ⅰ型（7.5：1）   

○ ○ ○    ○                           
02 Ⅱ型（10：1）   

46： 就労継続支援（Ｂ型）   
01 Ⅰ型（7.5：1）   

○ ○ ○    ○                           
02 Ⅱ型（10：1）   

52： 計画相談支援                                        

53： 地域移行支援            ○                            

54： 地域定着支援            ○                            

【インタフェース仕様書（都道府県編）】 別添１




